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 芳 賀 町 通 話 録 音 装 置 の 設 置 及 び 運 用 に 関 す る 要 領 を 次 の よ う に 定 め

る 。  

 

  令 和 ８ 年 ６ 月 ２ ２ 日  

 

芳 賀 町 長  大 関  一 雄       

 

   芳 賀 町 通 話 録 音 装 置 の 設 置 及 び 運 用 に 関 す る 要 領  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 公 正 か つ 適 正 な 職 務 の 執 行 を 確 保 す る と と も に 、

犯 罪 の 防 止 及 び 職 員 へ の 不 当 要 求 行 為 等 の 排 除 を 図 る こ と を 目 的 と

し て 、 芳 賀 町 役 場 に 設 置 す る 通 話 録 音 装 置 の 運 用 に 関 し 、 必 要 な 事

項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 領 に お い て 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 定 義 は 、 そ れ ぞ れ

該 当 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

( 1 )  通 話 録 音 装 置  電 話 機 で の 通 話 開 始 と と も に 又 は 通 話 中 に 自 動

又 は 手 動 で 通 話 内 容 を 録 音 し 、 又 は 記 録 す る 装 置 を い う 。  

(2) 通 話 記 録  通 話 録 音 装 置 に よ り 録 音 記 録 さ れ た 音 声 、 通 話 日 時 、

通 話 時 間 、 通 話 当 事 者 の 電 話 番 号 等 を い う 。  

( 3 )  電 磁 的 記 録 媒 体  電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ

っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 記 録 し た 媒 体 を い う 。  

（ 管 理 責 任 者 等 の 設 置 ）  

第 ３ 条  通 話 録 音 装 置 に よ る 通 話 記 録 の 適 正 な 取 扱 い を 確 保 す る た め 、

通 話 録 音 装 置 管 理 責 任 者 （ 以 下 「 管 理 責 任 者 」 と い う 。 ） を 置 き 、

総 務 課 長 を も っ て 充 て る 。  

２  管 理 責 任 者 は 、 通 話 録 音 装 置 の 運 用 に 関 す る 事 務 を 行 う に あ た っ

て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 通 話 録 音 装 置 管 理 取 扱 者 （ 以 下 「 管

理 取 扱 者 」 と い う 。 ） を 置 く こ と が で き る 。  

３  管 理 取 扱 者 は 、 管 理 責 任 者 が 命 じ た 者 を も っ て 充 て る 。  

（ 通 話 録 音 装 置 の 設 置 等 の 公 表 ）  

第 ４ 条  管 理 責 任 者 は 、 町 の ホ ー ム ペ ー ジ 等 に 通 話 録 音 装 置 の 利 用 目

的 及 び 運 用 方 法 に つ い て 公 表 す る 。  

（ 個 人 情 報 の 保 護 ）  

第 ５ 条  管 理 責 任 者 及 び 管 理 取 扱 者 は 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律



（ 平 成 １ ５ 年 法 律 第 ５ ７ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 及 び 個 人 情 報 の

保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 令 和 ５ 年 芳 賀 町 条 例 第 ２ 号 ） を 順 守 し 、

通 話 録 音 装 置 の 設 置 及 び 運 用 に 関 し 、 適 切 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な

ら い 。  

２  管 理 責 任 者 及 び 管 理 取 扱 者 は 、 通 話 記 録 の 漏 え い 、 滅 失 又 は 毀 損

の 防 止 そ の 他 安 全 管 理 の た め の 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 

３  職 員 は 、 業 務 上 知 り 得 た 通 話 記 録 に 係 る 情 報 を み だ り に 他 人 に 知

ら せ 、 又 は 不 当 な 目 的 の た め に 利 用 し て は な ら な い 。 そ の 職 を 退 い

た 後 も 同 様 と す る 。  

（ 通 話 録 音 装 置 の 使 用 ）  

第 ６ 条  職 員 は 、 第 １ 条 で 定 め る 通 話 録 音 装 置 を 設 置 す る 目 的 の た め

に 通 話 録 音 装 置 を 使 用 す る こ と が で き る 。  

２  職 員 は 、 通 話 録 音 装 置 を 使 用 し て 録 音 す る と き は 、 通 話 の 相 手 方

に 対 し 、 録 音 す る こ と を 告 知 す る も の と す る （ 自 動 音 声 で の 告 知 も

可 ） 。 た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 こ の 限 り で

な い 。  

( 1 )  脅 迫 、 恐 喝 な ど 不 当 要 求 行 為 に 該 当 す る と き 、 刑 事 事 件 に 発 展

す る お そ れ が あ る と き 、 そ の 他 ト ラ ブ ル 等 に 発 展 す る こ と が 認 め

ら れ る と き 。  

( 2 )  民 事 訴 訟 に 発 展 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。  

( 3 )  個 人 の 生 命 、 身 体 又 は 財 産 の 安 全 を 守 る 必 要 が あ る た め や む を

得 な い と 認 め ら れ る と き 。  

( 4 )  事 前 に 録 音 す る 可 能 性 の あ る 旨 を 告 知 し て い る と き 。  

( 5 )  前 ４ 号 に 定 め る も の の ほ か 、 告 知 し な い こ と に つ い て 、 や む を

得 な い 事 由 が あ る と 認 め ら れ る と き 。  

（ 通 話 記 録 の 保 存 及 び 消 去 ）  

第 ７ 条  通 話 記 録 の 保 存 期 間 は 、 通 話 録 音 装 置 に よ り 録 音 し た 日 か ら

原 則 １ ４ 日 間 と し 、 保 存 期 間 を 経 過 し た 通 話 記 録 は 消 去 す る も の

と す る 。 た だ し 、 法 令 に 定 め が あ る と き 、 犯 罪 捜 査 に 協 力 す る と き 、

そ の 他 管 理 責 任 者 が 必 要 と 認 め た と き は 、 そ の 目 的 の 達 成 の た め に

必 要 な 範 囲 内 で 保 存 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。  

２  通 話 記 録 は 、 録 音 記 録 さ れ た 時 の 状 態 で 保 存 し 、 改 変 及 び 複 製 し

て は な ら な い 。  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 １ 条 で 定 め る 通 話 録 音 装 置 を 設 置 す

る 目 的 を 達 成 す る た め に 管 理 責 任 者 が 必 要 と 認 め た 通 話 記 録 は 、 当

該 通 話 記 録 を 外 部 の 電 磁 的 記 録 媒 体 に 複 製 す る こ と に よ り 保 存 す る

も の と す る 。  

４  前 項 の 規 定 に よ り 、 通 話 記 録 を 電 磁 的 記 録 媒 体 に 記 録 し た 場 合 は 、



当 該 電 磁 的 記 録 媒 体 を 、 施 錠 す る こ と が で き る 収 納 庫 等 に 保 管 し な

け れ ば な ら な い 。  

５  第 ３ 項 の 規 定 に よ り 電 磁 的 記 録 媒 体 に 保 存 し た 通 話 記 録 の 保 存 期

間 は 別 に 定 め る 。  

（ 通 話 記 録 装 置 及 び 電 磁 的 記 録 媒 体 の 廃 棄 ）  

第 ８ 条  通 話 録 音 装 置 及 び 電 磁 的 記 録 媒 体 を 廃 棄 す る と き は 、 情 報 が

読 み 取 ら れ る こ と の な い よ う 、 破 砕 、 裁 断 等 の 処 理 を 行 う 。  

（ 目 的 外 利 用 及 び 提 供 の 制 限 ）  

第 ９ 条  通 話 記 録 は 、 次 に 定 め る 場 合 を 除 き 、 第 １ 条 に 規 定 す る 利 用

目 的 以 外 の 目 的 に 利 用 し 、 又 は 第 三 者 に 提 供 し て は な ら な い 。  

( 1 )  法 令 等 に 基 づ く と き 。  

( 2 )  個 人 の 生 命 、 身 体 又 は 財 産 を 保 護 す る た め 、 緊 急 か つ や む を 得

な い と 認 め ら れ る と き 。  

( 3 )  捜 査 機 関 か ら 犯 罪 捜 査 の 目 的 に よ る 要 請 を 受 け た と き 。  

（ 苦 情 の 処 理 ）  

第 １ ０ 条  管 理 責 任 者 及 び 管 理 取 扱 者 は 、 通 話 録 音 装 置 の 設 置 及 び 運

用 に 関 す る 苦 情 が あ っ た と き は 、 誠 実 か つ 迅 速 な 処 理 に 努 め な け れ

ば な ら な い 。  

（ 補 則 ）  

第 １ １ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 通 話 録 音 装 置 の 設 置 及 び 運

用 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

附  則   

こ の 訓 令 は 、 令 和 ８ 年 ７ 月 ６ 日 か ら 施 行 す る 。  


